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 第５条の２３第３項において準用する中小企業等協同組合法第４８条の規定に基づく協業組合の組合員による総会招集の承認に係る

審査基準は、第５条の２３第３項において準用する中小企業等協同組合法第４７条第２項に規定する要件が形式的及び内容的に満たされ

ているか否かにより判断するものとする。 
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